
自立支援・重度化防止等の「取組と目標」の自己評価について 

１．概要 

第７期介護保険事業計画から必須記載事項が追加され、被保険者の地域における自立した

日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止

及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策及びその目標（以

下、「取組と目標」と表記）に関する事項を定めることになりました。

さらに市町村は、これらの取組と目標の達成状況を自己評価し、都道府県に報告すること

になっています。

また、取組と目標等として設定した数値を活用して、介護保険事業計画の進捗管理をして

いくよう国から示されています。

２．本市における「取組と目標」  

本市では、以下のように取組と目標を設定しています。

＜目標＞

＜取組＞

 地域の実情に応じた予防や重度化防止につながる様々な施策については、計画書の１７ペ

ージから「第 4 章 施策の展開について」の中で、各年度の指標については、７８ページか
らの「各施策項目別の主な指標一覧」で設定しています。

３．目標の達成状況 

＜平成３０年度の発生率＞

 目標：１９．２％

実績：１９．０％

平成３０年度については、目標の発生率を下回り、目標を達成しました。目標達成のため

の取組については、次ページ以降で施策体系ごとに自己評価シートを作成し、自己評価を行

いました。

Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32

19.2％
を下回る

19.4％
を下回る

19.7％
を下回る

～高齢者の要支援・要介護発生率～

※各年10月1日時点の推計値。発生率の詳細はP55参照。
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高齢者の自立支援や重度化防止の取組に関する目標値 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ①健康づくりと介護予防の推進

現状と課題

健康寿命を全国平均と比較すると、本市は男女ともに健康でない期間が長くなっている。

住み慣れた地域で、いつまでも元気に安心して暮らし続けるためには、健康づくりと介護

予防が重要であり、互いに連携して取り組んでいく必要がある。 

 高齢者が自ら介護予防に取り組むためには、地域の中で生きがいを持ちながら、役割を果

たせるような環境づくりが必要である。 

 国の実施要綱改正に伴い、これまで実施していた基本チェックリストの郵送による配布・

回収を廃止した。現在は、地域包括支援センターの活動の中で地縁団体や民生委員、医療機

関、介護事業者などと連携しながら、介護予防や支援が必要な方の情報の把握に努めている

が、地域包括支援センターによっては、圏域内の効果的な実態把握が課題となっている。 

第７期における具体的な取組

「新潟市健康づくり推進基本計画」、「新潟市生涯歯科保健計画」、「新潟市健康寿命延伸計

画［アクションプラン］」、「新潟市スポーツ推進計画」に基づく取組を推進する。 

広く高齢者を対象とした介護予防事業については、多くの方に参加してもらうために、引

き続き周知に取り組むとともに、活動内容の充実に努める。 

介護予防効果がより一層高まるよう、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上に係る

プログラムについて、より有効な実施方法を検討する。 

運動普及推進委員や食生活改善推進委員等の地域ボランティアの協力を得て、関係機関と

連携しながら、より効果的な介護予防に取り組む。 

 高齢者がボランティア活動などを通じて地域貢献に取り組むことができるとともに、高齢

者自らの介護予防にもつながるよう、活動の場を広げていく。 

 また、高齢者が地域の中で生きがいを持ちながら役割を果たせる環境づくりを進めるた

め、地域の茶の間の取組を推進する。 

 要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者の効率的かつ効果的な把握の方策を検討

し、介護予防事業につなげる。 

3



目標（事業内容、指標等）

認知症予防事業 

（認知症予防出前講座） 
実施回数（回／年） 300 400 500 

・介護予防事業の活動内容の充実 

・運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上プログラムの有効な実施方法の検討 

・地域ボランティアの協力を得、関係機関と連携した効果的な介護予防の実施 

・高齢者の活動の場の拡充 

・地域の茶の間の推進 

・要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者の効率的かつ効果的な把握の方策の検討

目標の評価方法

評価の方法

・各事業の参加者数、登録者数等の達成 

・運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上プログラムの検討状況 

・高齢者の活動の場の拡充状況 

・地域の茶の間の推進状況 

・要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者の効率的・効果的な把握方策の検討状況

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

介護予防普及啓発事業 参加者数（人／年） 24,350 24,740 25,130

運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能
向上事業

参加者数（人／年） 1,200 1,230 1,260

介護支援ボランティア事業 登録者数（年度末） 2,460 2,680 2,900

地域の茶の間への支援 市助成件数（件／年） 469 479 495

関連事業 単位

目標（見込み）
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ①健康づくりと介護予防の推進

実績評価

実施内容

認知症予防事業 

（認知症予防出前講座） 
実施回数（回／年） 300 400 500 900 

○運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上プログラムの有効な実施方法の検討 

 ・認知機能向上の要素を加えたモデル事業を実施し、認知機能の維持・向上に効果が認め

られたため、新年度から、プログラムに追加し本格実施することとした。 

○地域ボランティアの協力を得、関係機関と連携した効果的な介護予防の実施 

 ・運動普及推進委員に研修を受講いただき、高齢者の集う場所で、運動を中心に脳トレ、

お口の体操など複数のメニューを提供する「認知症予防出前講座」を今年度から新たに実

施した。 

○高齢者の活動の場の拡充 

 ・介護支援ボランティアの受入協力機関は今年度 28 か所増の 556 か所となった（2 月末

現在） 

○地域の茶の間の推進 

 ・地域の茶の間への市助成件数は、15 件増の 473 件、週 1 回以上開催する地域の茶の間

は 30 件増の 65 件となる見込み    

○要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者の効率的・効果的な把握方策の検討 

・地域包括支援センターに対し介護保険の利用状況や担当民生委員の情報を合わせた高齢

者名簿を今年度新たに提供し、効率的・効果的な実態把握へつなげ、介護予防事業への参

加者も増加した。 

実績
（見込み）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０

介護予防普及啓発事業 参加者数（人／年） 24,350 24,740 25,130 28,000

運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能
向上事業

参加者数（人／年） 1,200 1,230 1,260 1,185

介護支援ボランティア事業 登録者数（年度末） 2,460 2,680 2,900 2,480

地域の茶の間への支援 市助成件数（件／年） 469 479 495 473

関連事業 単位

目標（見込み）
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自己評価結果

自己評価結果【Ａ】

○各事業の参加者数、登録者数等 

 ・運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上事業について、目標数値を若干下回るもの

の、その他の事業は目標を達成見込み。特に、介護予防普及啓発事業及び認知症予防事業

（認知症予防出前講座）については、目標数値を大幅に超える見込みである。 

○その他の取組みについても、計画どおりに実施した。

課題と対応策

○これまでの取組みに加え、自立支援・重度化防止を推進するため、加齢により心身の活力

が低下し、健康な状態と要介護状態の中間の状態であるフレイル（虚弱）予防を推進し、介

護予防活動を強化する。 

○さらに、高齢者の活動の場の拡充については、地域の茶の間の拡充に引き続き取り組むと

ともに、介護支援ボランティアの受入協力機関が増加するよう、さらなる制度周知に加え、

新たな施設種別の拡充について検討する。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ②生きがいづくりと就労・社会参加の支援

現状と課題

 高齢者の活動や交流の拠点施設として老人福祉センターや老人憩の家を運営するなど、仲

間づくりや生きがいづくりの場の提供や支援を行ってきたが、高齢者のライフスタイルは多

様化しており、既存の施設や事業について、より有効な活用を検討し、高齢者が生きがいづ

くりの場に参加するだけでなく、主体的に地域で活躍することができるような環境を整備す

る必要がある。 

 また、就労機会を提供することで高齢者の生きがいづくりや生活の安定を推進するシルバ

ー人材センターに助成を行うことで、高齢者の就労による社会参加を支援してきたが、就労

する高齢者や発注先のニーズには変化や拡大が見られており、ニーズに即した就労機会の開

拓が課題。 

第７期における具体的な取組

 高齢者の健康づくりや介護予防を目的とした総おどり体操の講習会などを開催するとと

もに、講師養成講座で指導者ライセンスを修得した高齢者の指導活動を支援し、活動内容の

広報などを行うことによって、地域における高齢者の主体的な活動を推進。 

 地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人クラブの助成を行うことで、高齢 

者の仲間づくりや生きがいづくり、知識や経験を活かした積極的な地域貢献の促進につなげ

る。 

 老人福祉センターや老人憩の家における利用の活性化や世代間交流事業の開催を進め、施

設の有効活用を図る。 

 少子高齢化や労働力人口の減少がさらに見込まれる中で、高齢者が就労することによって

地域社会の担い手として活躍することにつながるよう、シルバー人材センターへの助成を行

うとともに、国によってシルバー人材センターの就業時間を拡大する特例措置が制定された

ことから、新潟県や公共職業安定所（ハローワーク）といった関係機関と連携し、就労機会

の拡大に向けたシルバー人材センターの取組を支援する。あわせて、生活の安定のための就

労だけでなく、地域における支え合い活動への参加など、高齢者の様々なニーズに応えるた

め、社会参加の機会提供に努める。 

目標（事業内容、指標等）

関連事業 単位 

目標（見込み） 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

総おどり体操事業 体験会等参加者数（延人数） 6,805 7,059 7,313 
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全国健康福祉祭（ねんりんピック）へ

の選手団の派遣 
派遣人数（人／年） 75 118 153 

福祉バス運行事業 利用者数（人／年） 7,303 7,442 7,583 

介護支援ボランティア事業【再掲】 登録者数（年度末） 2,460 2,680 2,900 

地域の茶の間への支援【再掲】 市助成件数（件／年） 469 479 495 

茶の間の学校 参加者数（人／年） 80 80 80 

目標の評価方法

評価の方法

・総おどり体操事業のほか、高齢者の社会参加の機会を提供する事業の見込み数の達成 
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ②生きがいづくりと就労・社会参加の支援

実績評価

実施内容

関連事業 単位 

目標（見込み） 
実績 

（見込み） 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０ 

総おどり体操事業 
体験会等参加者数（延

人数） 
6,805 7,059 7,313 7,420 

全国健康福祉祭（ねんりんピッ

ク）への選手団の派遣 
派遣人数（人／年） 75 118 153 106 

福祉バス運行事業 利用者数（人／年） 7,303 7,442 7,583 7,269 

介護支援ボランティア事業【再

掲】 
登録者数（年度末） 2,460 2,680 2,900 2,480 

地域の茶の間への支援【再掲】 市助成件数（件／年） 469 479 495 473 

茶の間の学校 参加者数（人／年） 80 80 80 47 

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】 

・総おどり体操事業、全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手団の派遣、介護支援ボラ

ンティア事業、地域の茶の間への支援で見込みを上回ったが、福祉バス運行事業と茶の間

の学校については、見込みを下回った。 

・平成３０年度から、総おどり体操事業における地域への講師派遣について、主に講師養成

講座で指導者ライセンスを修得した高齢者を派遣することで、地域における高齢者の主体

的な活動を推進した。 

課題と対応策

・福祉バス運行事業については、年２回の利用団体募集に際し、市報やホームページを活用

して広報しているが、市報を担当する広報課にも協力を依頼しながら、高齢者にもわかり

やすい広報を心掛けていく。 

・「茶の間の学校」については、支え合いのしくみづくり推進員と連携しながら、「地域の 

茶の間」の運営者への周知も図り、立ち上げだけではなく、運営の充実にも取り組んでい

くとことで、多くの人から受講いただき、「地域の茶の間」の開設を促進するとともに運

営の充実を目指していく。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ③在宅生活を支援する福祉サービスの推進

現状と課題

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、介護保険サービスとは別に、高齢

者の在宅生活の支援や、介護者の負担軽減を図るための福祉サービスを提供するとともに、

支援が必要な在宅高齢者や介護者を適切なサービス利用につなげるために、事業の周知に努

めてきた。 

 一方で、高齢化の進展による対象者数の増大や、介護保険の定着、介護予防・日常生活支

援総合事業の開始、民間サービスの存在といった状況も踏まえ、既存の福祉サービスのあり

方を検討する必要がある。 

第７期における具体的な取組

在宅での生活を望む高齢者に対して引き続き支援を行うために、在宅介護実態調査の調査

結果などを参考にするとともに、各種福祉サービスの利用実態を把握し、ニーズの高い事業

については持続可能な制度となるよう検討し、ニーズの低い事業については縮小や廃止を含

めた見直しを行う。 

また、支援が必要な在宅高齢者や介護者の福祉サービス利用につながるよう、さらに周知

を図る。 

目標（事業内容、指標等）

関連事業 単位 

目標（見込み） 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

介護サービス利用支援給付事業 利用者数（人／年） 1,278 1,336 1,394 

紙おむつ支給事業 利用者数（延人数） 93,917 97,610 102,003 

訪問理美容サービス事業 利用者数（人／年） 430 449 468 

住宅リフォーム助成事業 助成件数（人／年） 178 198 207 

敬老祝品贈呈事業 
100歳支給対象者数（人

／年） 
259 267 275 

敬老祝会助成事業 利用件数（件／年） 247 306 345 

公衆浴場入浴券交付事業 交付者数（人／年） 451 460 469 
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配食サービス事業 利用者数（人／年） 907 911 911 

あんしん連絡システム事業 利用者数（人／年） 2,249 2,272 2,295 

家族介護教室事業 参加者数（人／年） 1,540 1,580 1,620 

・事業が持続可能となるよう検討又は縮小や廃止を含めた見直しを行う 

・事業についてさらに周知を図る 

目標の評価方法

評価の方法

・事業見直しの実施状況 

・事業の周知状況 
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ③在宅生活を支援する福祉サービスの推進

実績評価

実施内容

関連事業 単位 

目標（見込み） 
実績 

（見込み） 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０ 

介護サービス利用支援給付事業 利用者数（人／年） 1,278 1,336 1,394 1,279 

紙おむつ支給事業 利用者数（延人数） 93,917 97,610 102,003 96,328 

訪問理美容サービス事業 利用者数（人／年） 430 449 468 365 

住宅リフォーム助成事業 助成件数（人／年） 178 198 207 162 

敬老祝品贈呈事業 
100歳支給対象者数

（人／年） 
259 267 275 255 

敬老祝会助成事業 利用件数（件／年） 247 306 345 216 

公衆浴場入浴券交付事業 交付者数（人／年） 451 460 469 438 

配食サービス事業 利用者数（人／年） 907 911 911 803 

あんしん連絡システム事業 利用者数（人／年） 2,249 2,272 2,295 1,981 

家族介護教室事業 参加者数（人／年） 1,540 1,580 1,620 1,350 

・事業の見直しの実施 

・事業の周知の実施 

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】 

・住宅リフォーム助成事業については、持続可能な制度となるよう見直しを行い、平成３０

年度から、実績が少なく住宅部局に類似事業のある介護予防リフォーム助成を廃止し、住

宅リフォーム助成の助成限度額を新潟県と同額とした。 

・敬老祝品贈呈事業については、持続可能な制度となるよう見直しを行い、平成３０年度か

ら、記念品の内容を変更した。 

・「介護保険サービスガイド」やホームページを活用した周知を行い、ホームページは高齢

者福祉のページが見やすくなるよう、配置等の修正を行った。 

12



課題と対応策

・引き続き各種福祉サービスの利用実態を把握し、ニーズの高い事業については持続可能な

制度となるよう検討し、ニーズの低い事業については縮小や廃止を含めた見直しを行う。

・また、事業の周知についても、引き続き実施していく。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ④権利擁護の推進

現状と課題

医療機関や介護保険事業所への啓発物の配布や、養介護施設の管理者などを対象とした研

修会を実施するなど、高齢者虐待の防止に向けた啓発を行ってきたが、施設従事者による虐

待の未然防止を図るため、一層の啓発や支援に努める必要がある。 

 また、認知症高齢者の増加に伴い、高齢者虐待の増加も予測されるため、市民の認知症に

対する理解を深め、高齢者虐待について周知を図ることが課題。 

 認知症高齢者の増加は、判断能力が不十分なために自分では契約の締結や財産の管理が困

難な高齢者の増加にもつながることから、消費生活相談窓口である消費生活センターなどの

関係機関と連携しながら、成年後見などの支援制度や、相談窓口である地域包括支援センタ

ーや成年後見支援センターについて、さらなる周知を行う必要がある。 

第７期における具体的な取組

養介護施設の管理者などを対象とした高齢者虐待防止のための研修会では、施設内研修や

施設従事者のストレス対策といった、支援としてより効果的な研修となるよう、内容の向上

に努める。 

 高齢者虐待防止や成年後見制度といった高齢者の権利擁護について認識を深め、地域包括

支援センターや成年後見支援センターなど相談窓口の存在を知ってもらうため、パンフレッ

トや市報、ホームページなどを活用し、市民への周知を図る。 

目標（事業内容、指標等）

関連事業 単位 

目標（見込み） 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

養介護施設従事者等高齢者虐待防止

研修 
参加者数（延人数） 876 889 902 

成年後見制度利用支援事業 利用者数（人／年） 274 400 586 

・相談窓口の周知を図る 

目標の評価方法

評価の方法

・養介護施設従事者等高齢者虐待防止研修の目標数の達成 

・相談窓口の周知状況 
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ④権利擁護の推進

実績評価

実施内容

関連事業 単位 

目標（見込み） 
実績 

（見込み） 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０ 

養介護施設従事者等高齢者虐待

防止研修 
参加者数（延人数） 876 889 902 931 

成年後見制度利用支援事業 利用者数（人／年） 274 400 586 191 

・ホームページ等による相談窓口の周知 

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】 

・養介護施設従事者等高齢者虐待防止研修は目標参加者数を達成したが、成年後見制度利用

支援は見込みを下回った。 

・「認知症安心ガイドブック」やホームページのほか、市報にいがたの連載「あんしん・生

きがい シニア通信」で、地域包括支援センターや成年後見支援センターなど相談窓口の

紹介を行い、市民への周知を図った。 

課題と対応策

・成年後見制度利用支援事業については、「介護保険サービスガイド」やホームページで紹

介しているが、引き続き広報を実施していく。 

・また、相談窓口の市民への周知についても、現状の周知方法に加え、新規に活用できる媒

体がないか検討していく。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ⑤地域での見守り活動の支援

現状と課題

高齢化や核家族化が進む現代社会において、本市においても高齢者の一人暮らし世帯が増

加している。国勢調査によると、平成 27 年では本市の単独世帯数全体に占める高齢者単独

世帯数の割合は 28.3％で、前回調査（平成 22 年）の 24.1％から 4.2％増加し、今後も増加

の傾向が見込まれる。 

また、平成 28 年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、「友人・知人と会

う頻度はどれくらいですか」との質問に対し、「ほとんどない」と回答した方の割合が最も

高いことから、ライフスタイルの変化やプライバシーの重視等により、地域の関係性が希薄

化してきていることが分かる。 

これら高齢者の一人暮らし世帯の増加や地域の関係性の希薄化により、高齢者の孤立や閉

じこもりが懸念される。 

第７期における具体的な取組

日々の生活支援活動の中で高齢者の安否確認を行うため、地域住民やあんしん見守りネッ

トワーク協力事業者（新聞・電気・ガス事業者など）による見守り活動などを支援し、孤立

しそうな高齢者の把握や見守りに努める。あわせて、区役所や区社会福祉協議会が実施する

見守り事業の周知に努め、利用の促進を図る。 

 子どもから高齢者まで、障がいの有無にかかわらず、誰もが気軽に集まることができる地

域の居場所「地域の茶の間」の設置を支援し、孤立感の解消や生きがい、役割の創出を図る。

また、各区に設置した地域包括ケア推進モデルハウスを活用しながら「地域の茶の間」の

拡大を図るとともに、広く周知をしていく。 

目標（事業内容、指標等）

・あんしん見守りネットワーク事業の実施 

目標の評価方法

評価の方法

・地域の茶の間の助成件数の達成 

・あんしん見守りネットワーク協力事業者数の増加 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

配食サービス事業【再掲】 利用者数（人／年） 907 911 911

地域の茶の間への支援 市助成件数（件／年） 469 479 495

関連事業 単位

目標（見込み）

16



取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ⑤地域での見守り活動の支援

実績評価

実施内容

・安心見守りネットワーク事業の実施 

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】

○地域の茶の間の助成件数の達成 

 ・地域の茶の間への市助成件数は、15 件増の 473 件、週 1 回以上開催する地域の茶の間

は 30 件増の 65 件となる見込みであり、目標助成件数を達成した。 

○あんしん見守りネットワーク協力事業者の増加 

 ・協力事業者は 5事業者増の 140 事業所となった。

課題と対応策

○今後も、高齢者の一人暮らし世帯の増加が見込まれ、高齢者の孤立や閉じこもりが懸念さ

れることから、引き続き、地域での見守り活動の支援に取り組む。 

○地域の茶の間への支援について、地域包括ケア推進モデルハウスの活動や「茶の間の学校」

の開催を通して、支え合いのしくみづくり会議、推進員とも連携しながら、新たな地域の

茶の間の開催や、運営の充実に取り組んでいただき、多くの方々の利用につなげていく。

実績
（見込み）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０

配食サービス事業【再掲】 利用者数（人／年） 907 911 911 803

地域の茶の間への支援 市助成件数（件／年） 469 479 495 473

関連事業 単位

目標（見込み）
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ⑥地域の資源を生かした多様なサービスの充実

現状と課題

高齢者人口の増大、単身高齢者世帯や認知症高齢者の増加により、医療や介護ニーズ、日

常の暮らしの中のちょっとした支援に対するニーズも増加している。 

 その一方で、介護の担い手不足が見込まれる中、専門職はより中重度の方のケアへシフト

し、ちょっとした支援に対しては、専門職以外の担い手を拡大する必要がある。このため、

地域の実情に応じて、多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させるとともに、地域の

支え合いのしくみづくりを推進し、要支援認定者等に対する効果的かつ効率的な支援体制の

構築が必要である。 

 さらに、社会参加や生きがいの充実等が、高齢者自身の介護予防にもつながることから、

多くの高齢者が、地域での助け合い・支え合い活動の担い手として活躍することが求められ

ている。 

第７期における具体的な取組

地域包括ケアの考えや、支え合いのしくみづくりの重要性について、市民への周知、啓発

を継続して行う。 

 区及び日常生活圏域ごとの「支え合いのしくみづくり会議」とそこから選出された支え合

いのしくみづくり推進員を中心に、取組を広げるための拠点として設置した地域包括ケア推

進モデルハウスと連動しながら、住民主体の支え合い・助け合いを広げ、安心して暮らして

いくことができる地域づくりを支援する。 

介護の専門職以外の新たな担い手のすそ野を広げるため、担い手の養成に取り組む。 

 平成 29 年 4 月より実施している介護予防・日常生活支援総合事業を着実に進め、従来か

らの介護保険事業者から提供される訪問介護・通所介護に相当するサービスに加えて、地域

の実情に応じ、ボランティア、住民組織や NPO 等の多様な事業主体による多様なサービスの

充実を図る。 

目標（事業内容、指標等）

・介護予防・生活支援サービスの充実については次ページの表を参照 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

担い手養成研修 修了者数（人／年） 100 100 100

茶の間の学校【再掲】 参加者数（人／年） 80 80 80

関連事業 単位

目標（見込み）
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目標の評価方法

評価の方法

・専門職以外の新たな担い手の養成状況（目標修了者数・参加者数の達成） 

・多様なサービスの利用者数、実施団体数の見込みと実績との比較 

H30 H31 H32

訪問型サービス

介護予防相当サービス利用者数 人／月 2,280 2,300 2,320

基準緩和サービス利用者数 人／月 240 300 360

住民主体の訪問型生活支援実施団体数 団体 30 38 46

通所型サービス

介護予防相当サービス利用者数 人／月 4,280 4,330 4,380

基準緩和サービス利用者数 人／月 320 400 480

短期集中予防サービス利用者数 人／年 1,200 1,230 1,260

介護予防ケアマネジメント実施件数 件／月 4,080 4,170 4,260

介護予防・生活支援サービス 単位
見込み
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ⑥地域の資源を生かした多様なサービスの充実

実績評価

実施内容

・地域での助け合い・支え合い活動の担い手を養成する「助け合いの学校」を今年度新たに

開講。 

・介護予防・生活支援サービスの実績については以下のとおり 

・「総合事業における介護予防ケアマネジメントの現状や課題、多様なサービスや地域資源

の積極的な活用」をテーマに地域包括支援センター連絡会を開催 

自己評価結果

自己評価結果【Ｂ】 

 ○専門職以外の新たな担い手の養成状況 

・担い手養成研修修了者数、茶の間の学校参加者数はいずれも目標を下回ったが、新た

に取組んだ「助け合いの学校」を 5回開催し、320 人の参加者となった。 

・訪問型基準緩和サービス事業所を対象に行った調査（平成 30 年 11 月実施）では、同

サービスの従事者計150人のうち15人が担い手養成研修修了者（16事業所より回答、

回答率 55%）であった。 

実績
（見込み）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０

担い手養成研修 修了者数（人／年） 100 100 100 60

茶の間の学校【再掲】 参加者数（人／年） 80 80 80 47

関連事業 単位

目標（見込み）

実績
（見込み）

H30 H31 H32 H30

訪問型サービス

介護予防相当サービス利用者数 人／月 2,280 2,300 2,320 2,417

基準緩和サービス利用者数 人／月 240 300 360 195

住民主体の訪問型生活支援実施団体数 団体 30 38 46 14

通所型サービス

介護予防相当サービス利用者数 人／月 4,280 4,330 4,380 4,624

基準緩和サービス利用者数 人／月 320 400 480 265

短期集中予防サービス利用者数 人／年 1,200 1,230 1,260 1,185

介護予防ケアマネジメント実施件数 件／月 4,080 4,170 4,260 3,999

介護予防・生活支援サービス 単位
見込み
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○多様なサービスの利用者数、実施団体数 

  ・介護予防相当サービスについては、訪問型、通所型ともに見込を上回る利用があった

が、基準緩和サービス、通所型短期集中予防サービス、介護予防ケアマネジメントは

昨年度より利用者数は増えたものの、見込み数には届かなかった。 

・住民主体の訪問型生活支援についても、昨年度末より実施団体が増えたが、見込み数

には届かなかった。 

課題と対応策

○日常のちょっとした支援を含めた高齢者のニーズの増大が見込まれるなか、多様な主体に

よるサービス・支援を拡充するため、担い手を拡大する必要があり、さらに高齢者が地域

での担い手として活躍することで自身の介護予防にもつながることから、引き続き、専門

職以外の担い手の養成に取り組む。 

○また、より効果的・効率的に高齢者等を支援するためには、介護予防相当サービス以外の

多様なサービスの利用を促進することが必要である。今後も機会を捉えて、地域包括支援

センターに対して必要な助言等を行っていく。 

○基準緩和サービスについては、利用者の割合が多い他の政令市やサービスを実施している

事業者からヒアリングを行うなど、利用の促進に向けて研究を行い、必要に応じて見直し

を図る。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ⑦地域包括支援センターの強化

現状と課題

市内に 27 箇所設置されている地域包括支援センターは、地域の高齢者の医療・保健・福

祉・高齢者虐待に関する相談を広く受け付ける総合相談窓口であり、介護予防事業への参加

のはたらきかけ、介護サービス事業者の紹介等を行っている。 

平成 28 年度に実施した「健康とくらしの調査」では、高齢者の総合相談窓口である地域

包括支援センターを知っている高齢者は 36.3％と低くなっており、地域包括支援センター

のさらなる周知が必要である。 

 寄せられる相談内容が、多様化・複雑化していることから、地域団体や医療・福祉関係者

に加え多様な機関と役割分担を行いながら、効果的に連携を図っていく必要がある。 

 高齢者のニーズはそれぞれ異なり、ニーズに応じた様々な生活支援サービスが日常生活の

場で適切に提供される必要がある。そのため、地域ケア会議等を活用し、高齢者の支援の充

実と高齢者を支える地域づくりを同時に行っていく必要がある。 

 高齢者人口の増加や行政区との区域のずれなどにより、一部の地域包括支援センターで

は、きめ細かな体制が構築しづらい状態となっている。 

第７期における具体的な取組

地域の総合相談窓口として役割を果たしていくため、地域包括支援センターの周知に努め

る。 

 切れ目のない医療・介護の体制を構築するため、在宅医療ネットワークや在宅医療・介護

連携センター・ステーションと連携を深めるとともに、ネットワークを拡充しつつ、地域包

括支援センターと関係機関との互いの役割を明確にしながら、体制の充実を図っていく。 

 地域ケア会議を活用し、圏域の課題を多角的に把握し、支え合いのしくみづくり会議・推

進員と相互に連携を図りながら、高齢者の支援の充実と高齢者を支える地域づくりを推進し

ていく。 

 高齢者人口の規模や区域について課題となっているセンターについては、地域の特性に合

わせたきめ細かな支援活動ができるよう、その体制や担当圏域の見直しを行っていく。 

目標（事業内容、指標等）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

ケア会議の開催 個別ケア会議開催数（回／年） 58 58 58

圏域ケア会議開催数（回／年） 58 58 58

区ケア会議開催数（回／年） 8 8 8

日常生活圏域の設定 日常生活圏域数 29 29 29

関連事業 単位

目標（見込み）
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目標の評価方法

評価の方法

 ・各ケア会議の開催目標数の達成 

 ・日常生活圏域数（地域包括支援センターの設置数）の見直し状況 
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ⑦地域包括支援センターの強化

実績評価

実施内容

自己評価結果

自己評価結果【Ｂ】

○ケア会議の開催数 

 ・個別ケア会議は目標数を達成する見込み。 

 ・圏域ケア会議について、昨年度、開催がなかった 2センターを含め、全センターで開催

したものの、開催数は目標を若干下回る見込み。 

 ・区ケア会議は 4区で各 1回の開催となり、目標の 50％にとどまる見込み。 

○日常生活圏域の見直し 

 ・平成 30 年 4 月に日常生活圏域の区域の見直しを行い、複数の行政区や地域のコミュニ

ティ協議会にまたがっている圏域の一部を変更した。 

 ・また、平成 30 年 10 月及び平成 31 年 3 月には、高齢者人口が多くきめ細かな支援体制

が構築しづらい状況となっていた圏域を分割し、圏域数は目標値の 29 となった。 

課題と対応策

○ケア会議については地域包括支援センターや区により開催数に差があることから、更なる

活性化を図る必要がある。 

このためセンターと区に対しては、ケア会議の必要性を再度確認するとともに、開催でき

ない原因を分析し、ケア会議が開催できるよう協議することを促し、地域課題への対応を

さらに進めていく。 

○日常生活圏域については、今年度に予定した見直しを行ったが、次期計画の策定に向けて、

各センターがきめ細かな支援活動を行えるよう、今後も必要に応じ見直しに向けた検討を

行う。 

○また、介護人材の需要の高まりにより、一部で職員が配置できず欠員が生じるセンターや

配置しても定着せずに辞めてしまうケースがあり課題となっていることから、欠員の改善

及び体制強化のため、新年度から委託料を増額する。 

実績
（見込み）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０

ケア会議の開催 個別ケア会議開催数（回／年） 58 58 58 70

圏域ケア会議開催数（回／年） 58 58 58 51

区ケア会議開催数（回／年） 8 8 8 4

日常生活圏域の設定 日常生活圏域数 29 29 29 29

関連事業 単位

目標（見込み）
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：介護保険課

施策体系 ⑧介護保険サービスの充実

現状と課題

本市の要支援・要介護認定者数は毎年増加を続け、介護サービスの利用も在宅サービスを

中心に増加している。介護サービス事業所は市内各地域に整備され、身近な地域で利用でき

る状況が整いつつある。

平成２９年の在宅介護実態調査によると、在宅を希望する声が大きく上回っている一方、

依然として施設への入所申込者も多く、地域包括ケアシステムの深化・推進とともに、介護

サービスの基盤整備など、地域全体で支える土台作りの必要がある。

また、利用者の重度化に伴い、医療ニーズにも配慮した対応が求められるなど、サービス

の質の確保が必要である。 

第７期における具体的な取組

居宅サービスは、小規模の通所介護が居宅サービスから地域密着型サービスに移行した影

響などにより事業所数と利用者数が減少しているものの、供給は概ね順調に増加の方向で推

移している。今後も供給量が不足しているサービスは、事業者への情報提供等を通じて、参

入促進へと繋げるとともに、必要なサービスの質の確保に努める。また、地域包括ケアシス

テムにおける「住まい」と「介護」の役割を担う特定施設入居者生活介護についても新たに

拠点の確保を図る。

地域密着型サービスは、地域の中重度の要介護認定者や認知症高齢者を支える重要な拠点

であることから、今後も計画的に整備を進める。

また、地域で医療・介護が受けられるよう、介護と看護の機能を有するサービスである定

期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護の拠点の確保に努める。 

施設サービスは、入所が必要な重度の待機者を解消するため、地域密着型によるきめ細か

な施設整備を推進するほか、広域型特別養老人ホームについても整備を進め、在宅での介護

が困難な方への支援を図る。 
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一月あたりの介護サービス量の見込み(要介護1～5)

単位 H30 H31 H32

訪問介護 回数 84,526 86,435 87,358

訪問入浴介護 回数 1,165 1,055 929

訪問看護 回数 16,755 19,026 21,341

訪問リハビリテーション 回数 3,606 3,667 3,672

居宅療養管理指導 人数 2,185 2,356 2,507

通所介護 回数 83,018 82,730 82,086

通所リハビリテーション 回数 14,928 15,289 15,531

短期入所生活介護 日数 69,992 72,762 74,441

短期入所療養介護 日数 1,011 1,004 1,055

福祉用具貸与 人数 9,980 10,242 10,419

特定福祉用具販売 人数 192 209 223

住宅改修 人数 134 135 127

特定施設入居者生活介護 人数 646 651 700

居宅介護支援 人数 15,896 16,187 16,362

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数 49 63 75

夜間対応型訪問介護 人数 0 0 0

認知症対応型通所介護 回数 2,556 2,600 2,648

小規模多機能型居宅介護 人数 1,398 1,492 1,596

認知症対応型共同生活介護 人数 868 949 1,038

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数 28 28 28

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 840 869 956

看護小規模多機能型居宅介護 人数 195 221 248

地域密着型通所介護 回数 18,844 19,618 20,464

介護老人福祉施設 人数 4,312 4,312 4,352

介護老人保健施設 人数 3,912 3,912 3,912

介護医療院 人数 0 0 0

介護療養型医療施設 人数 445 445 445

居
宅

地
域
密
着
型

施
設

サービス区分

目標（事業内容、指標等）
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一月あたりの介護サービス量の見込み(要支援1・2)

単位 H30 H31 H32

介護予防訪問入浴介護 回数 0 0 0

介護予防訪問看護 回数 3,637 3,955 4,223

介護予防訪問リハビリテーション 回数 1,031 977 879

介護予防居宅療養管理指導 人数 226 239 252

介護予防通所リハビリテーション 人数 1,360 1,493 1,630

介護予防短期入所生活介護 日数 1,509 1,501 1,532

介護予防短期入所療養介護 日数 60 67 70

介護予防福祉用具貸与 人数 4,360 4,751 5,154

特定介護予防福祉用具販売 人数 108 111 119

介護予防住宅改修 人数 150 165 180

介護予防支援 人数 7,581 7,463 7,315

介護予防特定施設入居者生活介護 人数 57 52 50

介護予防認知症対応型通所介護 回数 12 17 8

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 162 173 172

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数 5 5 6

サービス区分

地
域
密
着
型

介
護
予
防

目標の評価方法

評価の方法

・介護サービス量見込みと実績の比較 
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計画値 実績値 対計画値

訪問介護 回／月 84,526 85,468 101.1%

訪問入浴介護 回／月 1,165 1,290 110.7%

訪問看護 回／月 16,755 12,812 76.5%

訪問リハビリテーション 回／月 3,606 5,569 154.4%

居宅療養管理指導 人／月 2,185 2,331 106.7%

通所介護 回／月 83,018 86,936 104.7%

通所リハビリテーション 回／月 14,928 14,724 98.6%

短期入所生活介護 日／月 69,992 70,087 100.1%

短期入所療養介護 日／月 1,011 781 77.3%

福祉用具貸与 人／月 9,980 10,626 106.5%

特定福祉用具販売 人／月 192 124 64.6%

住宅改修費 人／月 134 108 80.6%

特定施設入居者生活介護 人／月 646 614 95.0%

居宅介護支援 人／月 15,896 16,608 104.5%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／月 49 37 75.5%

夜間対応型訪問介護 人／月 0 0 0.0%

認知症対応型通所介護 回／月 2,556 2,639 103.2%

小規模多機能型居宅介護 人／月 1,398 1,309 93.6%

認知症対応型共同生活介護 人／月 868 847 97.6%

地域密着型特定施設

入居者生活介護
人／月 28 29 103.6%

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
人／月 840 778 92.6%

看護小規模多機能型居宅介護 人／月 195 124 63.6%

地域密着型通所介護 回／月 18,844 18,660 99.0%

介護老人福祉施設 人／月 4,312 4,162 96.5%

介護老人保健施設 人／月 3,912 3,471 88.7%

介護医療院 人／月 0 0 0.0%

介護療養型医療施設 人／月 445 403 90.6%

施

設

サービス区分 単位
平成30年度

居

宅

地

域

密

着

型

取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：介護保険課

施策体系 ⑧介護保険サービスの充実

実績評価

実施内容

介護サービス量の見込みと実績の比較（要介護１～５） 

※数値は 10 月 1 日現在 
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計画値 実績値 対計画値

介護予防訪問入浴介護 回／月 0 17 -

介護予防訪問看護 回／月 3,637 3,414 93.9%

介護予防訪問リハビリテーション 回／月 1,031 1,853 179.7%

介護予防居宅療養管理指導 人／月 226 247 109.3%

介護予防通所リハビリテーション 人／月 1,360 1,345 98.9%

介護予防短期入所生活介護 日／月 1,509 1,417 93.9%

介護予防短期入所療養介護 日／月 60 16 26.7%

介護予防福祉用具貸与 人／月 4,360 4,362 100.0%

特定介護予防福祉用具販売 人／月 108 65 60.2%

介護予防住宅改修費 人／月 150 113 75.3%

介護予防

特定施設入居者生活介護
人／月 57 83 145.6%

介護予防支援 人／月 7,581 5,456 72.0%

介護予防

認知症対応型通所介護
回／月 12 34 283.3%

介護予防

小規模多機能型居宅介護
人／月 162 181 111.7%

介護予防

認知症対応型共同生活介護
人／月 5 2 40.0%

サービス区分 単位
平成30年度

地

域

密

着

型

居

宅

介護サービス量の見込みと実績の比較（要支援１・２） 

※数値は 10 月 1 日現在

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】 

・介護サービス量の見込みと実績の比較については、介護・介護予防ともに訪問リハビリテ

ーションで大きく増加しているものの、概ね見込みに沿っている。 

・訪問リハビリテーションの増加は、重度化防止の流れと介護報酬改定の影響があると思わ

れる。 

課題と対応策

今後もサービス量の動向を確認し、供給量の不足しているサービスについては施設整備等

でサービス量の確保に努めるとともに供給量の多いところにはサービスの質にも注視して

いく必要がある。 
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Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

ケアプラン点検 点検数（回／年） 192 192 192

住宅改修等の点検 現地調査実施数（件／年） 15 30

介護相談員派遣事業 派遣施設数（箇所／年度末） 105 110 115

関連事業 単位
目標（見込み）

取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：介護保険課

施策体系 ⑨介護保険事業の円滑な実施

現状と課題

高齢化の進行に伴う要支援・要介護認定者の増加により、保険給付費や介護保険料が大き

く伸びてきている。介護給付の適正化により、介護サービス利用者が、真に必要とする過不

足のないサービスを事業者が提供できるよう促し、適切なサービスの確保と、その結果とし

ての費用の効率化を通じて、持続可能な介護保険制度を構築することが必要である。 

第７期における具体的な取組

限られた資源を効率的・効果的に活用するために、引き続き介護給付適正化事業の柱であ

る「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「住宅改修等の点検」、「医療情報

との突合・縦覧点検」、「介護給付費通知」の５事業に取り組む。 

また、介護相談員の派遣や専門研修の情報提供等を行うことで、介護サービスの質の向上

に努める。 

目標（事業内容、指標等）

・対象事業所すべての点検が終了することから、以降のケアプラン点検についてより効果的

な方法を検討する。 

・平成 31 年度から予定している住宅改修現地調査実施体制を検討する。 

目標の評価方法

評価の方法

・目標数の達成 

・ケアプラン点検の検討状況 

・住宅改修現地調査実施体制の検討状況 
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：介護保険課

施策体系 ⑨介護保険事業の円滑な実施

実績評価

実施内容

・ケアプランの点検方法の検討 

・住宅改修現地調査実施体制の検討 

自己評価結果

自己評価結果【Ｂ】 

・ケアプラン点検は、ケアマネジャーの能力アップを目指し、チェックシートを見直してプ

ランの内容を掘り下げる方法に変更した。そのため 1件あたりの点検時間が長く必要とな

り、１回の点検で同一事業所から２件行っていたものを１件とし、目標値を事業所数に変

更した。第 7期の制度改正の影響で例年の約３倍の問い合わせがあり、点検担当者がその

対応などにも追われたため、昨年度実績程度の７６事業所の点検にとどまり、目標として

いた 96 事業所は下回った。 

・住宅改修等の点検は、書類審査を行ってきたが、平成３１年度より現地調査を実施するた

めの体制を整えた。 

・介護相談員派遣事業は、施設から受け入れの辞退があったほか、相談員の辞任もあり、派

遣施設数の増まで至らなかった。 

・また、その他の介護給付適正化事業については、昨年に引き続き実施したこと、ケアプラ

ン点検に関わるケアマネジャーへの研修を初めて実施したことも合わせて、自己評価をＢ

とした。 

課題と対応策

・ケアプラン点検は、内容を見直して、量の確保よりも質を高めることを目指す点検を実施

した。中身を重視した点検を行い、より効果的なケアマネジメントの支援を目指すため、

次年度以降も今年度の点検内容で実施する。 

・介護相談員派遣事業は、施設からの辞退や相談員の辞任があった。入所者と施設の間に入

って相談を受ける介護相談員の役割は重要であり、入所者や施設からも評価されているこ

とから事業の継続は必要と考えるが、入所者の重度化が進む中で、現在の訪問形式を継続

すべきか検討する必要がある。 

実績
（見込み）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ30

ケアプラン点検 点検数（回／年） 192 192 192 95

住宅改修等の点検 現地調査実施数（件／年） 15 30

介護相談員派遣事業 派遣施設数（箇所／年度末） 105 110 115 97

関連事業 単位
目標（見込み）
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ⑩介護人材の確保・育成及びその支援

現状と課題

公益財団法人介護労働安定センターの平成２８年度「介護労働実態調査」では、新潟県内

で従業員の不足を感じる事業所は６割を超えている。また、半数以上の事業所が介護サービ

スを運営する上での問題点として、良質な人材の確保が難しいとしており、介護人材の確

保・育成への対応が急務と言える。 

本市ではこれまで、専門的な介護技術を習得できる機会の確保や、提供するサービスの質

の向上を目指し、専門研修の充実に取り組むとともに、介護職員等のキャリアアップのため

の研修に係る経費に対する補助を行い、人材育成に積極的な法人を支援し、介護人材の定着

化を図ってきた。 

また、関係機関との連携として、国が設置している「新潟県福祉人材確保推進協議会」に

参画し、新潟労働局や新潟県をはじめとする関係機関と情報を共有するネットワーク構築を

図り、関係機関相互で取り組んでいる施策について理解促進に取り組んできたほか、ハロー

ワーク新潟と連携し、介護の仕事に関心のある未経験者や、介護や看護の資格等を有しなが

ら当該職業に従事していない方を対象に、職業意識啓発及び職場理解を深めてもらうため、

介護施設見学会を実施し、新たな人材確保につなげる取り組みを行ってきた。 

今後は、必要となる介護人材の確保・育成に向け、介護の仕事の魅力の向上や本市への定

着促進など、市独自の取り組みを行っていく必要がある。 

第７期における具体的な取組

介護人材の確保に関する事業については、国及び県と一体的に取り組みながら総量の確保

を図るとともに、既存の取組を継続して実施する。 

さらに、市独自の取組を進める必要があることから、介護人材養成校や事業者などとの協

議の場を設置し、幅広い検討を行う。 

目標（事業内容、指標等）

・介護人材養成校や事業者との協議の場を設置し、人材確保策について幅広い検討を行う。

・介護職員などを対象とした専門研修の実施（一部研修は、施策体系「⑫認知症施策の推進」

に指標を掲載） 

実績
（見込み）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０

介護職員等キャリアアップ支援事業 助成件数（件／年） 25 30 35 17

介護施設見学会 参加者数（人／年） 160 170 180 148

関連事業 単位

目標（見込み）
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目標の評価方法

評価の方法

 ・介護職員等キャリアアップ支援事業の助成件数の見込み達成 

 ・介護施設見学会の参加者数の見込み達成 

 ・各種専門研修の実施状況 

・認知症介護研修の研修修了者数の見込み達成 
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ⑩介護人材の確保・育成及びその支援

実績評価

実施内容

○介護職員等キャリアアップ支援事業、介護施設見学会について 

○実施研修について 

・地域包括支援センター職員研修（初任者研修２回４日間、現任者研修２回４日間） 

・認知症介護研修（施策体系「⑫認知症施策の推進」に記載） 

・ユニットケア施設管理者研修 

・ユニットリーダー研修 

○その他事業等について 

・介護人材養成校や事業者と意見交換を行った。（２回開催） 

・市内介護サービス事業所に介護人材に関する実態調査を実施した。 

・市内介護人材養成校の学生に就職状況調査を実施した。 

・就活生向け職場訪問イベントを企画し、開催準備を進めた。（平成３１年５月開催予定） 

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】 

・介護職員等キャリアアップ支援事業と介護施設見学会については、それぞれの見込みを下

回ったものの、その他計画に記載の介護人材養成校や事業者と協議の場については、計画

初年度から取り組むことができ、新たな事業の企画につなげることができた。 

・研修関連では、予定していた各種専門研修を計画通り実施することができた。また、認知

症介護研修については、定員を下回った研修もあるが、計画通り開催し概ね目標値を達成

している。 

実績
（見込み）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０

介護職員等キャリアアップ支援事業 助成件数（件／年） 25 30 35 17

介護施設見学会 参加者数（人／年） 160 170 180 148

関連事業 単位

目標（見込み）
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課題と対応策

・介護職員等キャリアアップ支援事業については、平成３１年度より予算を１，０００千円

増額するとともに、事業者への周知を図り、助成件数の増加を目指す。 

・介護施設見学会については、スケジュール上の理由などから開催件数を増やすことが困難

であり、施設の立地条件などからも参加者数が上下しやすい傾向にある。ハローワーク新

潟と協力して周知を徹底するほか、見学内容もより魅力的なものになるよう検討を行う。

・各種専門研修については、より多くの職員から受講してもらうため、各研修の対象となる

地域包括支援センターや施設・事業所への周知を強化し、さらなるサービスの質の向上を

目指す。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：地域医療推進課

施策体系 ⑪在宅医療・介護連携の推進

現状と課題

市民が疾病等を抱えても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、看取りまで切

れ目のない医療サービスを提供することが必要である。 

 本市においては、在宅医療・介護連携センターと、各区に在宅医療・介護連携ステーショ

ンを設置するほか、各地域で在宅医療ネットワークを支援し、在宅医療・介護連携の取組を

推進してきた。 

一方で、在宅医療を担う医師や看護師などの人材確保や、人生の最終段階における医療、

看取り等への市民の理解を深めるための普及啓発に取り組む必要がある。 

第７期における具体的な取組

在宅医療を担う訪問診療医の確保について、新潟市医師会などと協働し、在宅医療に対す

る理解と知識・技術習得の研修等の機会の充実を図る。 

訪問看護師の人材確保について、看護職に対し訪問看護に対する研修機会を新潟県看護協

会と連携し充実するとともに、市民や医療・介護関係者へも理解を深める活動を実施する。

切れ目のない医療・介護提供体制の構築に向け、「医療と介護の連携ハンドブック」を作

成し、医療・介護が一体となったサービスの提供について考える機会の充実を図る。 

高齢者を支える家族や勤労世代、学生に向けて、在宅医療や人生の最終段階における医療、

看取り等への理解を深める取組を強化する。 

目標（事業内容、指標等）

・在宅医療を担う訪問診療医・訪問看護師の人材確保 

・入院から在宅、看取りまで切れ目のない医療・介護サービスの提供 

・高齢者を支える家族や勤労世代、学生における、在宅医療や人生の最終段階における 

医療、看取り等への理解を深める
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目標の評価方法

評価の方法

 ・指標の達成 

 ・在宅医療・介護連携推進協議会にて検討（在宅医療・介護連携推進事業に対する評価会議）

 ・地域医療推進会議にて検討（新潟市医療計画に対する評価会議）
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：地域医療推進課

施策体系 ⑪在宅医療・介護連携の推進

実績評価

実施内容

在宅医療・介護連携センター         １箇所 

在宅医療・介護連携ステーション      １１箇所 

市民向け在宅医療・介護講座等参加者数 ４，６００人（見込み） 

地域医療連携強化事業            ８回 

地域の看護連携強化事業           ３回 

ご当地連携研修会             ５４回 

「医療と介護の連携ハンドブック」説明会  ４１回 

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】 

・在宅医療を担う訪問診療医の人材確保について、「地域医療連携強化事業」にて医療連携

の強化を実施し、在宅医療に従事する医師への支援や負担軽減を実施している。訪問看護

師の人材確保については、地域の看護連携強化事業にて看護管理者や地域の看護師を対象

として研修会を開催し、看護職同士の相互理解や連携強化を実施している。 

・「医療と介護の連携ハンドブック」について、医療・介護関係者向けの説明会を実施し、

地域でハンドブックを活用した円滑な入退院支援の具体策を検討する研修会を開催して

いる。 

・市民を対象とした在宅医療への理解を深める取組について、新たに小中学生・高校生を対

象とした出前学習を実施し、幅広い世代への取り組みを実施した。また、在宅医療・介護

連携推進協議会にて新たに理解を深めるためのシートを作成し、来年度以降シートを活用

しながら引き続き取組みを強化していく。 

課題と対応策

・在宅医療を担う訪問診療医及び訪問看護師の人材確保について、引き続き新潟市医師会や

新潟県看護協会と連携しながら、研修機会等の充実を図る。 

・在宅療養患者等の急変時の後方支援確保のため、病病連携・病診連携・診診連携により、

地域で病院と診療所が一体となった体制を構築する。 

・各地域において医療・介護の円滑な入退院支援を実施するため、「医療と介護の連携ハン

ドブック」を通じてローカルルールの策定を検討する。 

・医療や介護が必要となった時に備え、高齢者だけでなく幅広い世代へＡＣＰ（人生会議）

や上手な医療のかかり方、かかりつけ医を持つことに関する理解を深める。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ⑫認知症施策の推進

現状と課題

厚生労働省の研究によると、認知症高齢者は 65 歳以上の 15％、また、その予備軍と言わ

れる軽度認知障がい（MCI）は 65 歳以上の 13％を占めると推計されており、本市に置き換

えると認知症高齢者は、3万 4千人程度、MCI は 2 万 9 千人程度となると見込まれる。また、

65 歳以上の要支援・要介護認定者のうち約 65％の高齢者が認知症の症状を有している（平

成 29 年 9 月末）。 

 一方、65歳未満の若年性認知症の方は、厚生労働省の研究によると人口10万人当たり47.6

人とされており、この推計で見込むと本市では 200 人程度になると思われ、その対応が課題

となっている。 

 今後、高齢者の増加に伴い、認知症高齢者の数は増加することが予測されることから、国

は認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）を策定し、本市でもこれに基づき取り組ん

でいる。 

 平成 28 年の国民生活基礎調査では、介護が必要となった原因として、認知症が最も多く

なっており、誰もが認知症となる可能性があることから、予防や、正しい知識と理解を深め

るための普及・啓発を推進していく必要がある。 

 また、認知症は早期に適切な対応を行うことで発症の予防、進行を遅らせることができる

とされていることから、早期発見、早期診断、早期対応に取り組むとともに、介護サービス

基盤整備や医療・介護の連携の推進、地域での見守り体制の整備等により、認知症の状態に

応じた切れ目のない支援体制を構築することが重要である。 

 さらに、認知症になっても住み慣れた地域で尊厳を保ちながら、安心して生活を継続でき

るために、認知症の方やその家族の視点に配慮した、地域における支援体制の充実が求めら

れている。 
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第７期における具体的な取組

① 認知症予防の推進 

  運動、栄養改善等の生活習慣や社会交流などが、認知症の発症予防や進行を遅らせるこ

とに効果があるとされていることから、それらを組み合わせた予防活動を推進する。 

② 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

  認知症について正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守り、支援する応援者「認

知症サポーター」の養成を引き続き推進するとともに、認知症は身近な病気であることを、

様々な機会をとらえて普及・啓発し、市民全体が理解を深められるような取組を推進する。

③ 認知症の早期発見・早期診断・早期対応 

  認知症は早期発見、早期診断、早期対応が大切なことから、引き続き、かかりつけ医等

への研修を実施するとともに、基本チェックリストの活用促進や、初期集中支援チームの

拡充、早期発見のための新たな仕組みを検討する。 

④ 介護サービス基盤整備と医療連携 

  グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などの介護サービス基盤の整備や介

護人材の育成を引き続き進める。 

  医療従事者への研修を継続するとともに、在宅医療・介護連携ステーションや在宅医療

ネットワークとの協働による医療と介護の連携を推進する。 

⑤ 地域における支援体制 

  地域社会の中で安心して暮らし続けることができるよう、認知症カフェや家族会の開催

などの取組を支援する。 

また、地域における見守り活動に加え、意欲の高い認知症サポーターの活動を広げると

ともに、関係機関と連携しながら行方不明者の早期発見にもつながる支援体制のあり方を

検討する。 

⑥ 若年性認知症への対応 

若年性認知症支援コーディネーターや医療機関等関係機関との連携を図りながら、実態

の把握に努め、必要な施策の展開を検討する。 

認知症の方とその家族の声の把握に努め、状態に応じた切れ目のない支援が提供できる

体制を構築し、認知症になっても本人が有する能力を最大限に生かしながら、住み慣れた

地域で尊厳を保ち、安心して暮らし続けられる取組を進める。 
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目標（事業内容、指標等）

上記に加え、 

○認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

・市民向け講演会や出前講座の開催 

・認知症ケアパス「認知症安心ガイドブック」の作成・配布 

○認知症の早期発見・早期診断・早期対応 

・基本チェックリストの活用促進 

・早期発見のための新たな仕組みの検討 

○介護サービス基盤整備と医療連携 

・グループホーム等整備推進事業 

・医療・介護連携の推進 

○地域における支援体制 

・認知症カフェや家族会への支援 

・行方不明者の早期発見にもつながる支援体制のあり方の検討 

○若年性認知症の実態把握 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

認知症予防出前講座 参加者数（人／年） 300 400 500

認知症サポーターの養成 養成人数（人／年） 7,000 7,000 7,000

認知症サポーターステップアップ講座 参加者数（人／年） 50 60 60

認知症初期集中支援チーム チーム数 4 4 4

認知症サポート医の養成 新規養成人数 3 3 3

かかりつけ医　修了者数（人／年） 20 20 20

病院勤務の医療従事者　修了者数
（人／年）

60 60 60

認知症介護基礎研修 修了者数（人／年） 50 50 50

認知症介護実践者研修 修了者数（人／年） 140 140 140

認知症介護リーダー研修 修了者数（人／年） 30 30 30

認知症対応型サービス事業開設者研修 修了者数（人／年） 30

認知症対応型サービス事業管理者研修 修了者数（人／年） 50 50 50

小規模多機能型サービス等
計画作成担当者研修

修了者数（人／年） 30 30 30

認知症介護指導者養成研修 修了者数（人／年） 2 2 2

徘徊高齢者家族支援サービス事業 利用者数（人／年） 38 60 72

関連事業 単位

目標（見込み）

認知症対応力向上研修
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目標の評価方法

評価の方法

・目標数の達成状況 

・各事業の実施状況 
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：地域包括ケア推進課

施策体系 ⑫認知症施策の推進

実績評価

実施内容

○認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

・認知症疾患医療センターおよび各区において市民向け講演会を実施したほか、「在宅医

療・介護の区民公開講座」にて認知症に関する講座を開催した。 

・認知症ケアパス「認知症安心ガイドブック」を改訂し、早期発見の重要性、予防、軽度

認知障がい、若年性認知症の内容を充実させ、配布場所を区役所や地域保健福祉センタ

ーに加え、公民館、図書館にも拡大した。 

○認知症の早期発見・早期診断・早期対応 

・高齢者の実態把握に係る名簿を地域包括支援センターに提供し、効果的な基本チェック

リストを活用を進めた。 

・早期発見のための新たな取組みとして、認知症に限らず、健康な状態と要介護状態の中

間の状態であるフレイル（虚弱）を発見し、介護予防活動を強化するための方法を検討

した。 

実績
（見込み）

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０

認知症予防出前講座 参加者数（人／年） 300 400 500 900

認知症サポーターの養成 養成人数（人／年） 7,000 7,000 7,000 9,000

認知症サポーターステップアップ講座 参加者数（人／年） 50 60 60 35

認知症初期集中支援チーム チーム数 4 4 4 5

認知症サポート医の養成 新規養成人数 3 3 3 9

かかりつけ医　修了者数（人／年） 20 20 20 13

病院勤務の医療従事者　修了者数
（人／年）

60 60 60 34

認知症介護基礎研修 修了者数（人／年） 50 50 50 53

認知症介護実践者研修 修了者数（人／年） 140 140 140 131

認知症介護リーダー研修 修了者数（人／年） 30 30 30 30

認知症対応型サービス事業開設者研修 修了者数（人／年） 30

認知症対応型サービス事業管理者研修 修了者数（人／年） 50 50 50 33

小規模多機能型サービス等
計画作成担当者研修

修了者数（人／年） 30 30 30 32

認知症介護指導者養成研修 修了者数（人／年） 2 2 2 2

徘徊高齢者家族支援サービス事業 利用者数（人／年） 38 60 72 30

関連事業 単位

目標（見込み）

認知症対応力向上研修
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○介護サービス基盤整備と医療連携 

・グループホーム等整備推進事業（施策体系「⑭介護サービスの充実」に記載） 

・在宅医療・介護の連携の推進（施策体系「⑪在宅医療・介護連携の推進」に記載） 

○地域における支援体制 

・認知症カフェや家族会への支援として、ホームページやイベント等でのチラシ配布など

を通じ、広報に協力するほか、該当するものには、地域の茶の間助成での運営支援を行

った。 

・行方不明者の早期発見にもつながる支援体制については、新潟県警が配信している「ひ

かるくん・ひかりちゃん安心メール」を活用し、行方不明者情報を配信することが有効

と考え、県警に要望した。 

○若年性認知症の実態把握 

・若年性認知症支援コーディネーター、家族会、認知症カフェの参加者から聞き取りを行

ったが少数にとどまった。 

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】 

○指標についての評価 

・認知症予防出前講座、認知症サポーターの養成、認知症初期集中支援チーム、認知症サ

ポート医の養成については、目標値を達成した。 

・認知症サポーターステップアップ講座、認知症対応力向上研修（かかりつけ医、病院勤

務の医療従事者）、徘徊高齢者家族支援サービス事業については、目標値を下回ってい

る。 

・認知症介護実践者研修等の介護従事者研修については、定員を下回った研修もあるが、

計画通り開催し概ね目標値を達成している。 

○その他事業等の実施状況 

・概ね、計画どおり実施できている。 

課題と対応策

○認知症の方は今後も増加していくことが見込まれていることから、以下の取組みを含め、

引き続き総合的な施策の展開を図る。 

・早期発見・早期対応の手法の一つとして、新たにフレイル予防事業を実施する。 

・認知症サポーターステップアップ講座の受講者数が目標値を下回っているため、内容や

周知方法を検討するなど、認知症サポーターが地域で活動できるよう支援していく。 

・医療関係者の認知症対応力向上については、内容や周知方法を検討し研修受講者の増加

を図り、医療と介護の連携を推進する。 

・若年性認知症の方の実態把握については、国が研究を進めていることから、その結果を

確認し、必要な施策を検討する。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ⑬多様な住まいの整備

現状と課題

 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、住宅リフォーム助成などの取

組を通じて、在宅生活の支援を行ってきたが、リフォーム助成のニーズは高まっているため、

持続可能な制度となるよう、検討を行う必要がある。 

 また、市営の高齢者向け住宅（シルバーハウジング）の運営や、有料老人ホームやサービ

ス付き高齢者向け住宅の指導などによって、高齢者の状況に応じた住まいの提供に努めてき

たが、養護老人ホームの運営や軽費老人ホームへの運営支援をはじめとして、住まいの確保

に配慮が必要な高齢者が、安定した住まいを得られるような取組が重要。 

第７期における具体的な取組

高齢者が自宅で安全な生活を継続していけるよう、利用が高まっている住宅リフォーム助

成について、利用実態を把握し、持続可能な制度となるよう見直しを行う。 

 市営の高齢者向け住宅（シルバーハウジング）の運営や有料老人ホームの指導など、個々

の高齢者の多様な生活課題に合わせた住まいの提供や支援に努める。 

 環境上や経済上の理由によって住まいの確保が困難な高齢者への支援について、養護老人

ホームの運営や軽費老人ホームへの運営支援などに加えて、住宅部局が実施する空き家の活

用などに連携・協力しながら取り組む。 

目標（事業内容、指標等）

関連事業 単位 

目標（見込み） 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

住宅リフォーム助成事業【再掲】 助成件数（人／年） 178 198 207 

住宅改修支援事業 助成件数（人／年） 300 300 300 

・住宅リフォーム助成事業が持続可能となるよう見直しを行う 

目標の評価方法

評価の方法

・住宅リフォーム助成事業の見直しの実施状況 
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ⑬多様な住まいの整備

実績評価

実施内容

関連事業 単位 

目標（見込み） 
実績 

（見込み） 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３０ 

住宅リフォーム助成事業【再掲】 助成件数（人／年） 178 198 207 162 

住宅改修支援事業 助成件数（人／年） 300 300 300 110 

・住宅リフォーム助成事業の見直しの実施 

自己評価結果

自己評価結果【Ａ】 

・住宅リフォーム助成事業については、持続可能な制度となるよう見直しを行い、平成３０

年度から、実績が少なく住宅部局に類似事業のある介護予防リフォーム助成を廃止し、住

宅リフォーム助成の助成限度額を新潟県と同額とした。 

課題と対応策

・見直し後の住宅リフォーム助成事業の実施状況を注視していく。 

・引き続き、高齢者向け住宅の提供や、運営の支援に取り組んでいく。 

46



取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ⑭介護サービスの充実（施設・居住系サービス）

現状と課題

本市の要支援・要介護認定者数は毎年増加を続け、介護サービスの利用も在宅サービスを

中心に増加している。介護サービス事業所は市内各地域に整備され、身近な地域で利用でき

る状況が整いつつある。 

平成２９年に実施した在宅介護実態調査によると、介護の望むあり方として、施設より在

宅を希望する声が大きく上回っているが、依然として、施設への入所申込者も多い。 

介護サービスの中には地域の偏在がみられ、地域ごとに計画的にサービス基盤の整備を進

め、サービス提供機会の均衡を図る必要がある。 

利用者の重度化に伴い、医療ニーズにも配慮した対応が求められるなど、サービスの質の

確保が必要。 

第７期における具体的な取組

施設サービスは、入所が必要な重度者を解消するため、地域密着型によるきめ細かな施設

整備を推進するほか、広域型特別養護老人ホームについても整備を進め、在宅での介護が困

難な方への支援を図る。 

目標（事業内容、指標等）

※ 数値は着工ベース。 

目標の評価方法

評価の方法

 ・整備目標数の達成 

Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 期間計

箇所数 82 1 3 1 5 87

定員数 5,152 256 5,408

箇所数 51 1 1 52

定員数 4,312 100 100 4,452

転換 定員数 40

箇所数 31 1 3 4 35

定員数 840 29 87 116 956

箇所数 38 1 1 39

定員数 3,912 100 100 4,012

箇所数 59 4 4 4 12 71

定員数 873 72 72 72 216 1,134

増設 定員数 45

箇所数 17 2 2 19

定員数 769 100 100 919

指定 定員数 50

箇所数 70 5 5 5 15 85

定員数 1,950 145 145 145 435 2,385

箇所数 3 3 6
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所

3

広域型
新設

地域密着型

小規模多機能型居宅介護事業所

　（看護小規模多機能型含む）

第7期計画数 Ｈ32末
整備総数

40

45

Ｈ29末
整備総数

介護老人保健施設

グループホーム
新設

特定施設

（有料など）

新設

50

特別養護老人ホーム
256
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取組と目標に対する自己評価シート（実績シート）

担当課：高齢者支援課

施策体系 ⑭介護サービスの充実（施設・居住系サービス）

実績評価

実施内容

自己評価結果

自己評価結果【Ｂ】 

・地域密着型特別養護老人ホーム及び認知症高齢者グループホームの新設については、整備

目標数を達成することができた。 

・(看護)小規模多機能型居宅介護事業所については、５か所中２か所の整備にとどまり、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所については、１か所程度の整備を計画していたが、

応募事業者がなく、整備目標数を達成することができなかった。 

・広域型特別養護老人ホームに併設するショートステイの特養転換については２０人分、既

存ケアハウスの特定施設指定については９人分の事業者採択を行った。 

・認知症高齢者グループホームの増設については、応募事業者がなく、事業者採択が進まな

かった。 

課題と対応策

小規模多機能型居宅介護事業所について、近年、応募事業者が減少し、計画に沿った整 

備が進まない状況が続いているため、募集要件の見直しを行うとともに、事業所開設・運営

の参考となる資料の作成や催しの企画などを行い、応募の促進を図る。 

実績

Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 期間計 Ｈ30

箇所数 1 3 1 5 1

定員数 256 29

箇所数 1 1

定員数 100 100

転換 定員数 40

箇所数 1 3 4 1

定員数 29 87 116 29

箇所数 1 1

定員数 100 100

箇所数 4 4 4 12 4

定員数 72 72 72 216 72

増設 定員数 45

箇所数 2 2

定員数 100 100

既存施設指定 定員数 50

箇所数 5 5 5 15 2

定員数 145 145 145 435 58

箇所数 3

介護老人保健施設

第7期計画数

特別養護老人ホーム
256

広域型
新設

40

地域密着型

小規模多機能型居宅介護事業所

　（看護小規模多機能型含む）

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所

3

グループホーム
新設

45

特定施設
（有料老人ホームなど）

新設

50

※ 数値は着工ベース。
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